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１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域 

対象鳥獣 
イノシシ、タヌキ、アナグマ、ニホンジカ、サル、カラス、

ヌートリア、アライグマ 

計画期間 令和６年度～令和８年度 

対象地域 山口県防府市 

 

２．鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針 

（１）被害の現状（令和４年度） 

鳥獣の種類 
被害の現状 

品 目 被害面積（被害量） 被害金額 

イノシシ 

水稲 0.83ha 988 千円 

林産物（タケノコ） 0.02ha 10 千円 

野菜 0.03ha 50 千円 

芋類 0.09ha 436 千円 

タヌキ 野菜 0.0025ha 25 千円 

アナグマ 野菜 0.01ha 10 千円 

二ホンジカ ― 目撃報告あり 

サル 野菜 0.0003ha 2 千円 

カラス 果樹 0.06ha 25 千円 

ヌートリア ― 目撃報告多数 

アライグマ ― 
目撃報告多数 

被害報告あり 

  

（２）被害の傾向 

①イノシシ 

中山間地域の餌が乏しいのか、被害地域が平地に広がる傾向にある。とりわ

け、耕作放棄地等は住処とされることが多い。富海地区、右田地区、台道地

区、小野地区、牟礼地区等広範囲で被害が出ている。 

②タヌキ 

タヌキの被害報告や捕獲頭数は近年継続して減少している。生態系の変化に

よるものなのか、個体数は減少傾向にあるものと思われる。 

③アナグマ 

野菜等の被害報告はあるが、小型はこわなの貸出し等により捕獲実績を上げ

ている。 

④二ホンジカ 

生息情報なし。年に数回群れからはぐれた個体が捕獲される。 

⑤サル 

群れの生息情報は無いが野菜等の被害報告あり。 

⑥カラス 

被害区域は、中山間地域から臨海地域にまで及び、市内全域に広がっている。



麦やごみ集積所の生ごみが食い荒らされる等の傾向がある。 

⑦ヌートリア 

大道干拓地や佐波川河川敷を中心に市内全域の河川、水路、湖沼等の水辺で

目撃情報があり、佐波川において漁業被害の報告がある。捕獲隊や実施隊に

より捕獲実績を上げているが、繁殖能力が高く生息数は増加傾向にある。 

⑧アライグマ 

西浦地区を中心に果樹等の被害が報告されており、小型はこわなの貸出し等

により捕獲実績を上げている。民家の屋根裏に住み着く生活環境被害も発生

している。 

 

（３）被害の軽減目標 

対象鳥獣 指標 
現状値 

（令和４年度） 

目標値 

(令和６年度) (令和７年度) (令和８年度) 

イノシシ 
面積 0.97ha 0.87ha 0.80ha 0.67ha 

金額 1,484 千円 1,336 千円 1,187 千円 1,038 千円 

タヌキ 
面積 0.0025ha 0.0023ha 0.0020ha 0.0018ha 

金額 25 千円 23 千円 20 千円 18 千円 

アナグマ 
面積 0.01ha 0.01ha 0.01ha 0.01ha 

金額 10 千円 9 千円 8 千円 7 千円 

二ホンジカ 
目撃 

報告 
目撃報告あり 

目撃報告の 

減少 

目撃報告の 

減少 

目撃報告の 

減少 

サル 
面積 0.0003ha 0.0003ha 0.0002ha 0.0002ha 

金額 2 千円 2 千円 2 千円 1 千円 

カラス 
面積 0.06ha 0.05ha 0.05ha 0.04ha 

金額 25 千円 23 千円 20 千円 18 千円 

ヌートリア 
目撃 

報告 
目撃報告多数 

目撃報告の 

減少 

目撃報告の 

減少 

目撃報告の 

減少 

アライグマ 
被害 

報告 

目撃報告多数 

被害報告あり 

被害報告の 

減少 

被害報告の 

減少 

被害報告の 

減少 

合計 
面積 1.0428ha 0.9326ha 0.8622ha 0.722ha 

金額 1,546 千円 1,393 千円 1,237 千円 1,082 千円 

 

（４）従来講じてきた被害防止対策 

 従来講じてきた被害防止対策 課題 

捕獲等に関

する取組 

・市、山口県防府猟友会、農業関

係団体で構成された防府市有害鳥

獣捕獲対策協議会が中心となり、

捕獲計画の策定や有害鳥獣捕獲隊

の編成を行い、捕獲については有

害鳥獣捕獲隊が実施してきた。 

・捕獲隊員の高齢化が進んで

おり、捕獲の担い手の育成が

喫緊の課題となっている。 

・捕獲機材（はこわな等）の

普及促進を図る必要がある。 

・鳥獣被害に対する啓発・啓



・捕獲隊が実施する有害鳥獣の捕

獲、イノシシ捕獲檻等の設置や捕

獲体制の確立、捕獲隊の運営を支

援することにより捕獲の促進を図

ってきた。 

・市で組織する鳥獣被害防止対策

実施隊が、地域住民からの有害鳥

獣に関する相談や有害鳥獣捕獲隊

のサポートを行ってきた。 

蒙を行い、捕獲等に対する住

民意識の向上を図り、地域の

連携強化を進める必要があ

る。 

防護柵の設

置等に関す

る取組 

・主にイノシシ被害防除を目的と

して、国・県の補助事業を活用し、

金網柵等の防護柵設置に対し補助

を行ってきた。 

・中山間地域を中心に、人口

の減少や高齢化が進んでお

り、地域・集落が一体となっ

た取り組みを推進していく必

要がある。 

・農家の高齢化や担い手不足

等に起因して、耕作放棄地が

増加しており、有害鳥獣の住

処となることから、その解消

に向けた活動も必要である。 

生息環境管

理その他の

取組 

・鳥獣被害対策の啓発チラシ、パ

ンフレットの作成、配布。 

・引き続き鳥獣被害に対する

啓発を行い、被害防止対策に

対する住民の意識醸成が必要

である。 

 

 

（５）今後の取組方針 

対象鳥獣による令和４年度の被害金額は 1,546 千円、被害面積は 1.04ha と

なっている。鳥獣別の主な農作物被害は、イノシシ、タヌキ、サルによる水稲、

野菜等の被害、アナグマ、カラス、アライグマによる果樹等被害が挙げられる。 

令和６年度からの被害防止計画を作成するにあたり、令和４年度を基準年度

とし、令和８年度の被害軽減目標を 30％減の 1,082 千円、0.72ha とする。こ

れまで防府市では、有害鳥獣の捕獲や金網柵等の防護柵の設置等の被害防止策

を実施してきたが、中山間地域における過疎化や高齢化により、防護柵等の設

置については、遅れている状況である。併せて、有害鳥獣捕獲隊員の高齢化や

減少も進んでいる状況である。今後は、有害鳥獣捕獲隊と連携を図りつつ、こ

れまで通り有害鳥獣の捕獲を実施するとともに、個々の農業者や住民だけでな

く、地域、集落が一体となって田畑を効果的に囲む防護柵の設置に取り組める

よう施策を進めていく。また、被害の軽減・防止に向けた研修会等への参加を

促し、地域・集落の被害防止に対する意識を醸成し、有害鳥獣が好む環境を作

らないよう緩衝帯の設置や放任果樹の除去等を促進していく。 

 



３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項 

（１）対象鳥獣の捕獲体制 

・防府市有害鳥獣捕獲隊 

農業協同組合等からの依頼を受けて、地区毎に編成された捕獲隊が有害鳥

獣の捕獲を行う。 

・防府市有害鳥獣被害防止対策実施隊 

住民からの有害鳥獣被害の相談及び有害鳥獣の捕獲を行う。 

 

（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

令和６年度 

～令和８年度 

イノシシ 

タヌキ 

アナグマ 

二ホンジカ 

サル 

カラス 

ヌートリア 

アライグマ 

防府市有害鳥獣捕獲対策協議会と連携して、捕獲

機材（はこわな等）の導入整備を進めるとともに、

狩猟免許の取得促進を図るため、市広報等を活用

して周知する。 

 

（３）対象鳥獣の捕獲計画 

捕獲計画数等の設定の考え方 

防府市内でのこれまでの捕獲実績を考慮し、適切な捕獲を実施していくこと

とする。 

 

①イノシシ 

被害金額及び被害面積については減少傾向にあるものの、捕獲頭数は高い水

準で推移しており、生息数の大きな減少はないと推測されるため、令和６年

度以降も引き続き捕獲を積極的に推進することとし、捕獲計画数を 400 頭と

する。 

（有害捕獲数Ｒ２年度４１７頭、Ｒ３年度３８８頭、Ｒ４年度３２１頭） 

②タヌキ 

捕獲数が減少していることから、生息数についても減少していると推測され

る。しかし、依然としてタヌキによる野菜を中心とした農作物被害が発生し

ているため、今後も引き続き捕獲を推進することとし、捕獲計画数を５０頭

とする。 

（有害捕獲数Ｒ２年度６０頭、Ｒ３年度５１頭、Ｒ４年度３０頭） 

③アナグマ 

アナグマは雑食性で、野菜、果樹への被害が発生しているため、捕獲を推進

することとし、捕獲計画数を２０頭とする。 

（有害捕獲数Ｒ２年度１６頭、Ｒ３年度５頭、Ｒ４年度３７頭） 



 

④二ホンジカ 

数は少ないものの目撃情報が寄せられており、今後、農業被害や林業被害が

発生すると推測されるため、捕獲を推進することとする。 

⑤サル 

目撃情報が増加傾向にあり、農作物や生活環境への被害が増加していくと推

測されるため、捕獲や追い払いを推進していくこととする。 

⑥カラス 

果樹被害や生ごみの食い荒らしによる生活環境への被害報告が寄せられて

おり、今後も継続的に捕獲を推進していくこととする。 

⑦ヌートリア 

目撃情報、捕獲数が増加しているため、今後、生息数の増加に伴い被害も増

加すると推測されるため、捕獲を積極的に進めることとし、捕獲計画数を１

００頭とする。 

（有害捕獲数Ｒ２年度５頭、Ｒ３年度１９頭、Ｒ４年度６８頭） 

⑧アライグマ 

被害状況としては、果樹等への被害報告や、住宅敷地内の侵入といった生活

環境への被害が発生している。市内の広い範囲で目撃情報があることから、

市内ほぼ全域で生息していると予測され、更なる生息域の拡大が予想される

ため、捕獲計画数を８０頭とする。 

（有害捕獲数Ｒ２年度２８頭、Ｒ３年度７頭、Ｒ４年度３０頭） 

 

対象鳥獣 
捕獲計画数等 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

イノシシ 400 400 400 

タヌキ 50 50 50 

アナグマ 20 20 20 

二ホンジカ 5 5 5 

サル 5 5 5 

カラス 30 30 30 

ヌートリア 100 100 100 

アライグマ 80 80 80 

 

捕獲等の取組内容 

狩猟期間を除き（鳥獣保護区、休猟区、特定猟具使用禁止区域については狩

猟期間を含む）銃器・わなを用いた有害鳥獣の捕獲を実施する。 

 

ライフル銃による捕獲等を実施する必要性及びその取組内容 

該当なし 



（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

該当なし 該当なし 

 

４．防護柵の設置等に関する事項 

（１）侵入防止柵の整備計画 

対象鳥獣 柵の種類 
整備内容 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

イノシシ 

金網柵、ワイヤ

ーメッシュ柵、

電気柵、その他 

1,000m 1,000m 1,000m 

補助事業等を活用し、防護柵等設置に取り組む 

 

（２）侵入防止柵の管理等に関する取組 

対象鳥獣 
取組内容 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

イノシシ 

設置者や管理者に対して、定期的に緩衝帯の整備を行う

ことや見回りをすること、また、柵の損傷等を発見した場

合は遅滞なく報告することを指導する。 

 

５．生息環境管理その他被害防止施策に関する事項 

年度 対象鳥獣 取組内容 

令和６年度 

～令和８年度 

ヌートリア 

アライグマ 

ヌートリアやアライグマの捕獲を推進する

ため、啓発活動を行い、積極的に小型はこわな

の貸出を行うなど捕獲体制の強化を図る。 

また、特定外来生物被害防止法に基づいた山

口県ヌートリア・アライグマ防除実施計画によ

るヌートリア・アライグマ捕獲従事者養成講習

会の実施に取り組む。 

 

６．対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じる

おそれがある場合の対処に関する事項 

（１）関係機関等の役割 

関係機関等の名称 役割 

防府市 
情報収集、現地調査、連絡調整、捕獲、住民へ

の注意喚起、パトロール、実施隊の派遣 

山口県 情報収集、連絡調整 

有害鳥獣捕獲隊 捕獲、保護、パトロール 

防府警察署 
連絡調整、パトロール、住民への注意喚起、捕

獲等の応援 



（２）緊急時の連絡体制

 
 



７．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

現場等に放置することなく、埋設処分又は焼却処分を行う。 

 

８．捕獲等をした対象鳥獣の食品・ペットフード・皮革としての利用等その

有効な利用に関する事項 

（１）捕獲等をした鳥獣の利用方法 

食品 利活用方法の検討 

ペットフード 利活用方法の検討 

皮革 利活用方法の検討 

その他 

（油脂、骨製品、角製

品、動物園等でのと体

給餌、学術研究等） 

利活用方法の検討 

 

（２）処理加工施設の取組 

該当なし 

 

（３）捕獲等をした対象鳥獣の有効利用のための人材育成の取組 

該当なし 

 

 

９．被害防止施策の実施体制に関する事項 

（１）協議会に関する事項 

協議会の名称 防府市有害鳥獣捕獲対策協議会 

構成機関の名称 役割 

防府市農林水産振興課 

協議会事務局の担当、有害鳥獣関連情報の

提供、被害防止に係る情報の提供及び技術

の普及、鳥獣被害防止対策実施隊の編成 

防府市農業委員会 
有害鳥獣関連情報及び被害防止に係る情報

の提供 

学識経験者 
有害鳥獣関連情報、捕獲、被害防止に係る

情報の提供及び技術の提供 

山口県防府警察署 有害鳥獣関連情報の提供 

山口県防府猟友会 
有害鳥獣関連情報の提供、有害鳥獣捕獲隊

の編成及び捕獲の実施 

山口県鳥獣保護管理員 有害鳥獣関連情報の提供及び鳥獣の保護 

山口県農業協同組合防府とくぢ

統括本部 

有害鳥獣関連情報、捕獲、被害防止に係る

情報の提供及び技術の提供 

山口県中央森林組合 防府支部 
有害鳥獣関連情報、捕獲、被害防止に係る

情報の提供及び技術の提供 



山口県農業共済組合 中部支所 
有害鳥獣関連情報、捕獲、被害防止に係る

情報の提供及び技術の提供 

防府市農業公社 
有害鳥獣関連情報、捕獲、被害防止に係る

情報の提供及び技術の提供 

 

（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役割 

山口県自然保護課 有害鳥獣関連情報の提供 

山口県山口農林水産事務所 
有害鳥獣関連情報及び被害防止に係る情報の

提供及び技術の提供 

山口県農林総合技術センター 
有害鳥獣関連情報、被害防止技術、捕獲技術

及び捕獲機材の提供 

 

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

防府市職員による防府市鳥獣被害防止対策実施隊を設置することにより、有

害鳥獣被害の相談や緊急対応、防護柵の設置などの被害防止対策に取り組んで

いる。 

（令和６年２月現在、隊員数５名） 

 

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

その他鳥獣被害が発生した場合、県や関係機関と協議し、計画の見直しを行

い、効果的な被害防止を図る。 

 

１０．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

関係機関等との連携を密にして被害状況を的確に把握するとともに、防除・

捕獲・環境整備を基本とした対策を図る。 

 


